
認
誌
壱
牲
鐸
蜜
亀
〉

内
閣
人
第
三
八
号

麻
生
国
務
大
臣

新
藤
国
務
大
臣

岸
田

下 谷
垣

内
閣
総
理
大
臣

最
高
裁

村

国
務
大
臣

国
務
大
臣

漬

国
務
大
臣

判

所

判

事
に
任
命
す
る

起案

平
成

国
務
大
臣
剥
胤
捌

畳
様茂

木
国

太
田
国
務
大
臣
座

石
原
国
務
大
臣
塾

田
村
国
務
大
臣
ゞ

一
エ
ハ

年

内
閣
官
房
長
官

鯉

あ

内
閣
官
房
副
長
宮

一
一
一

月

一
ハ

日

｜
決
定
一
平
成
一
箕
年
三

て
判
詞
計
平
成
年

岸
蹴
時
凹
庁
呼
成
年

農

｜

’

甘
利
国
務
大
臣

稲
鵠
国
務
大
臣

菅
国
務
大
臣

務
大
臣

根
本
国
務
大
臣

小
野
寺
国
務
大
臣

務
大
臣

高
等
裁
判
所
長
官
山

月
日
月
日
月
日
月
日

月
亡
日

月
亡
日

〆
’
〆
’

丘、b

電'IF

丘、b

電'IF

ー●

（
四
月
一
日
付

森 古

屋

森 古

屋

山
．

一
己

蓑|震

平成

成平

｜
リ

本
国
務
大
臣

崎’

年|年年|年

敏
充

月

日

月

日

ト
ー

’月

月

日
日II震

ー

夛 ０
二
二
■

■
口
″
口
仮

宇
〆
一

蕗
・
・
６

・
〈
》
領

９

■
口
″
口
仮

宇
〆
一

蕗
・
・
６

・
〈
》
領

９
屯

房
…

ー
『

］

｜

’

－

入蕊内 記農溌
｡

し



~I〒可 ’ 裁 判 所

〃 〃 I 〃 ’ 〃 〃 〃 ｜ 〃 l 〃
年 出
生
地

現
住
所

本
籍五 五

○
四

八 号
－

〃 〃 〃

月四 四 四
一
一
一 九

I
一
一
一
一

〃 三
○
｜
司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

〃

一
一
一
簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

一
一

一

日○ －

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

Ｉ
Ｉ

事

1

’1

I

|、

一

旧
氏
名

出
生
の

年
月
日

氏
名

項＝

■

や
ま
さ
き
と
し
み
つ

山
崎
敏
充

昭
和
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日

ト

｜
最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

内 最
高
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

庁

閣 閣

I

日
名



／
I

h

丁

／

▼

裁 判 所

〃

六
○

〃 〃 〃

五
九

〃

五
七

″

五
六

●

〃 昭
和
五
五

年

号

四

〃 〃

四
一
一
、
一

一
一
一

〃

四
月

一

〃 〃

一

一

一

○

一

一
ハ

一
一
一 日

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
那
覇
家
庭
裁
判
所
平
良
支
部
勤
務
を
命
ず
る

那
覇
家
庭
裁
判
所
石
垣
支
部
勤
務
を
命
ず
る

兼
ね
て
那
覇
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

兼
ね
て
那
覇
地
方
裁
判
所
平
良
支
部
勤
務
を
命
ず
る

那
覇
地
方
裁
判
所
石
垣
支
部
勤
務
を
命
ず
る

那
覇
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

石
垣
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
免
ず
る

9

●

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
免
じ

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
行
政
局
付
を
命
ず
る

事

項

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

2丁

山
崎
敏
充



）

3丁

〃 〃 〃

一
ハ
ー
ニ

″

一
ハ
ー
ー

〃 〃 〃 〃 〃 昭
和
六
○

年

号

〃 〃

四 八

〃 〃 〃 〃 〃

四 月

〃 一
一

一

○ 一

〃 〃 一
一

一

○

〃

一 日

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
判
事
退
官
と
な
る

裁
判
所
判
事
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
簡
易

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
調
査
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
任
用
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

項

内
閣

〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

〃 最
高
裁
判
所
庁
名

裁 判 所

山
崎
敏
充



。
●

可

一

bi

4丁

〃

九

〃

八

〃 〃

七

〃

一
ハ

〃

五

平
成
二

年

号

一

四 五 一 一

四

一

○
月

一 一

一

一

九 四 四

一
一
一
ハ

一
一
一
一
一

日

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

る 平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

任
期
は
平
成
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る
平
成
七
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

●

任
期
は
平
成
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る

す
る
平
成
六
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
調
査
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
任
用
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
調
査
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
任
用
課
長
を
命
ず
る

事

項

〃 最
高
裁
判
所

〃 〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

〔

庁

名

裁 判 所

山
崎

敏
充



〆

5丁

″
二
○

〃

一

九

〃

一

四

〃 〃

一
一

〃 〃 〃 平
成
一
○

年
号

一
一●

九
一
一
一

〃 〃

四 一
月

一
一
一
ハ

一

五

一

八

一
一
一

〃 一
一

一

○ 一
日

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
事
務
次
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
事
務
次
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁

名

裁 判 所

山
崎
敏
充



／

、

裁 判 所

〃

五

〃 〃

一

一

皿

〃 ″
一
一
一

〃 〃 平
成
二
○

年

号

七

〃

一
一
一

一
一
一

〃 〃

四
月

八

〃
一

一

七 五

一
一
一
ハ

〃 一
一

一

○
日

東
京
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

名
古
屋
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
に
任
命
す
る

千
葉
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

千
葉
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

千
葉
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

千
葉
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事．

項

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁
名

6丁

山
崎
敏
充


